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明
治
十
年
、
天
皇
は
長
尾
街
道
へ

富
岡
鉄
斎
が
検
分
し
た
位
置
図
巻

　
令
和
時
代
の
幕
開
け
と
共
に
、
新
天
皇
が

即
位
さ
れ
ま
し
た
。
各
地
で
は
祝
賀
に
つ
つ

ま
れ
ま
し
た
が
、
今
か
ら
一
四
二
年
前
の
明

治
十
年（
一
八
七
七
）一
月
二
十
二
日
か
ら
二

月
十
九
日
の
間
、
明
治
天
皇
は「
京
都
並

な
ら
び
に

大
和
国
行ぎ

ょ
う
こ
う幸
」
を
行
わ
れ
ま
し
た
。
天
皇
は

そ
の
際
、
藤
井
寺
・
羽
曳
野
か
ら
、
長な

が
お尾
街

道
を
利
用
し
て
堺
へ
向
か
わ
れ
た
こ
と
か

ら
、
二
月
十
三
日
午
前
、
松
原
市
域
も
馬
車

で
お
通
り
に
な
ら
れ
た
の
で
す
。

　
二
月
十
二
日
、
前
日
に
橿か

し
は
ら原（
奈
良
県
）の

神じ
ん
む武
天
皇
陵
を
参
拝
さ
れ
た
天
皇
は
志し
き紀
郡

道ど
う
み
ょ
う
じ

明
寺
村（
藤
井
寺
市
）の
土は
じ師
神
社（
道
明

寺
天
満
宮
）
を
行あ

ん
ざ
い
し
ょ

在
所
と
し
て
宿
泊
さ
れ
ま

し
た
。
行
幸
に
は
有あ

り
す
が
わ
の
み
や
た
る
ひ
と

栖
川
宮
熾
仁
親
王
な
ど

の
他
、
太だ

い

政じ
ょ
う

大だ
い
じ
ん臣
の
三さ

ん
じ
ょ
う
さ
ね
と
み

条
実
美
を
は
じ
め
、

伊い
と
う藤
博ひ
ろ
ぶ
み文
や
木き
ど戸
孝た
か
よ
し允
、
ま
た
松ま

つ
だ
い
ら
よ
し
な
が

平
慶
永
や

伊だ
て達

宗む
ね
な
り城

ら
旧
藩
主
も
随
行
し
て
い
ま
す
。

　「
浪な

に
わ花

新
聞
」（
明
治
十
年
二
月
十
七
日
付
）

に
よ
る
と
、
翌
十
三
日
、
前
日
か
ら
の
強
風

が
少
し
は
お
さ
ま
っ
た
も
の
の
、
風
の
強
い

中
、
午
前
八
時
三
十
分
に
道
明
寺
を
出
発

さ
れ
ま
し
た
。
途
中
、
丹た

ん
ぼ
く北
郡
島し

ま
い
ず
み泉
村（
羽

曳
野
市
島
泉
）
の
吉よ

し
も
と
り
き
ち
ろ
う

本
理
吉
郎
宅
で
小
休
さ

れ
、
午
前
十
時
四
十
分
に
堺
の
熊ゆ

や野
小
学
校

（
堺
市
堺
区
）
に
立
ち
寄
ら
れ
、
堺
の
六
校
、

五
八
〇
名
の
児
童
た
ち
の
授
業
を
天
覧
さ
れ

た
の
で
し
た
。

　
行
幸
時
の
河
内
や
堺
は
、
大
和（
奈
良
県
）

を
も
含
む
堺
県
に
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
し

た
。
当
時
の
行
政
区
分
で
は
、
松
原
市
域
の

村
々
は
堺
県
河
内
国
一
大
区
一
小
区
と
さ

れ
、
大
区
の
ト
ッ
プ
は
区
長
、
小
区
で
は

戸こ
ち
ょ
う長
と
よ
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　
道
明
寺
村
は
一
大
区
二
小
区
で
し
た
が
、

島
泉
村
は
、
松
原
市
域
の
村
々
と
同
じ
一
大

区
一
小
区
で
し
た
。
吉
本
理
吉
郎
は
、
当
時

の
様
子
を
日
誌
に
記
し
て
い
ま
す
。
明
治
九

年（
一
八
七
六
）十
二
月
二
十
三
日
の
こ
と
と

し
て
、
吉
本
宅
が「
小
休
行
在
所
」に
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
区
長
や
戸
長
の
指
導
の
も
と
、

堺
県
令
の
税さ

い
し
ょ所
篤あ

つ
しに
絵
図
類
や
書
類
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
こ
の
時
の
一
大
区
の
区
長
は
市
域
の
丹
北

郡
三
宅
村
の
橋は

し
も
と本
加か

九じ
ゅ
う
ろ
う
十
郎
で
あ
り
、
一
小

区
の
戸
長
が
丹
北
郡
大
堀
村
の
大お

お

堀ぼ
り

又ま
た
さ
ぶ
ろ
う

三
郎

で
し
た
。
い
ず
れ
も
松
原
市
域
の
元
庄し

ょ
う
や屋
が

リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
の
で
す
。
加
九
十
郎
と
又

三
郎
は
、
理
吉
郎
が
描
い
た
自
宅
の
見
取
図

な
ど
を
堺
県
令
に
持
参
す
る
と
共
に
、
理
吉

郎
に
対
し
て
、
障
子
の
張
替
え
や
畳
・
上
敷

の
表
替
え
な
ど
を
要
望
し
、
掃
除
の
徹
底

を
指
示
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
上
、
一
大
区
二
小
区
の
戸
長
で
あ
っ

た
道
明
寺
村
の
元
庄
屋
の
山や

ま
わ
き脇
勘か
ん
た
ろ
う
太
郎
家
に

残
る
文
書
に
も
、
加
九
十
郎
は
そ
れ
ぞ
れ
の

小
区
境
界
ま
で
出
向
き
、
天
皇
の
道
中
筋
の

安
全
の
検
分
に
も
十
分
注
意
を
払
っ
て
い
る

こ
と
を
記
し
て
い
ま
す
。

　
明
治
天
皇
の
行
幸
に
あ
た
っ
て
、
堺
県
で

は
、
税
所
篤
の
命
令
の
も
と
、
巡
幸
道
筋
の

神
社
や
御
陵
の
位
置
の
絵
図
巻
を
制
作
す
る

た
め
、事
前
に
実
地
検
分
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
作
業
に
直
接
関
わ
っ
た
の
が
、
前
年
の

九
年
十
二
月
に
堺
の
大お

お
と
り鳥
神
社
大
宮
司
に
任

命
さ
れ
た
富と

み
お
か岡
鉄て
っ
さ
い斎
で
し
た
。

　
鉄
斎
は
近
代
文ぶ

ん
じ
ん
が
人
画
の
巨
匠
と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
現
地
を
踏
査
し
て
、
行
幸

前
の
一
月
二
十
五
日
に
堺
県
庶
務
課
社
寺
掛

に「
堺
県
行
幸
道
筋
官か

ん
ぺ
い幣
大た
い
し
ゃ社
御
陵
位
置
図

巻
」を
描
き
、
提
出
し
ま
し
た
。

　
同
図
巻
で
は
、
東
か
ら
長
尾
街
道
沿
い
の

島
泉
村
の
雄ゆ

う

略り
ゃ
く

天
皇
陵
を
す
ぎ
、
東ひ

が
し
よ
け
が
わ

除
川

に
架
か
る
高た

か
わ
し
ば
し

鷲
橋
を
越
え
る
と
、
市
域
の
丹

北
郡
一
津
屋
村
に
入
り
ま
し
た
。
一
津
屋
村

の
家
並
み
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
や
が
て
阿
保
村
の
文
字
と
家
並
み
の
南
方

に「
天
神
社 

俗ぞ
く
に
い
う日 

阿あ
ぼ保
親
王
墓
」
と
記
し

た
河
内
大
塚
山
古
墳
が
見
ら
れ
ま
す
。
明
治

初
期
、
大
塚
山
古
墳
は
平
安
時
代
初
期
の
阿

保
親
王
の
墓
と
考
え
ら
れ
、
後
円
部
に
鳥
居

と
本
殿
を
描
く
天
神
社
が
鎮
座
し
て
い
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
西
へ
進
む
と
、
更さ

ら
い
け池
が
水
を

た
た
え
て
い
ま
す
。
現
は
ー
と
ビ
ュ
ー
（
旧

更
池
村
、
南
新
町
二
丁
目
）
が
建
つ
新し

ん
い
け池

址

を
描
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
西に

し
よ
け
が
わ

除
川
に
架
か

る
布
忍
橋
も
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
更
池
や
布
忍
橋
が
見
ら
れ
る
の
は
、
行
幸

中
、
長
尾
街
道
は
一
般
の
諸
車
は
通
行
止
め

で
し
た
が
、
御
用
の
人
力
車
な
ど
は
更
池
村

で
取
扱
い
が
検
分
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
特
記

さ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
明
治
の
新
時
代
と
共
に
、
明
治
天
皇
が
行

幸
さ
れ
た
堺
県
の
中
に
あ
っ
て
、
市
域
の

村
々
の
人
々
も
少
な
か
ら
ず
関
わ
り
を
持
っ

た
こ
と
を
歴
史
が
物
語
っ
て
い
ま
す
。

▲布忍橋（南新町1丁目）
西除川・長尾街道に架かる。下高野
街道と重なり、交通の要所であった。

▲「堺県行幸道筋官幣大社御陵位
置図巻」（岐阜県・荒川豊蔵資料館
提供）が描く松原市域の陵墓と沿道
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▲高鷲橋（一津屋5丁目）
明治天皇は、東除川・長尾街道高鷲
橋を渡り、市域に入られた。

明治天皇の堺県行幸道筋
西田 孝司（松原市文化財保護審議会）
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更池

布忍橋

阿保村

阿保親王墓

相談名 とき ところ 備考・予約先・問合せ 内容 相談員 予約

暮
　
ら
　
し

法律
第1〜4水曜日午後1時〜
5時（1日16人、1人1回
約30分間）

市役所
3階相談室

市民協働課（☎334−1550）
予約については原則、相談日の3
週間前の木曜日午後1時〜

遺産相続、離婚、不動産などさ
まざまな法律問題 弁護士

要
行政 第1水曜日午前9時30分〜

11時30分
まつばら
テラス（輝） 市民協働課（☎334−1550） 国の行政に関する意見など 行政相談員

行政書士 7月20日㈯　
午後1時30分〜 4時

ゆめ二ティプラ
ザ市民サロン

大阪行政書士会南大阪支部
（☎334−0150）先着6人

書類作成（遺産相続、遺言書、
任意後見契約、ＮＰＯ法人設立
など）、許可申請に関すること

行政書士

司法書士 7月26日㈮　
午後1時〜 4時

市役所
3階相談室

市民協働課（☎334−1550）
予約は7月16日㈫午前9時〜

不動産の譲渡や相続、会社や法
人の登記、地代・家賃などの供託、
140万円までの民事紛争など

司法書士

国民健康保険
日曜納付

7月28日㈰
午前10時〜午後5時

保険年金課（☎337−3123）※納付相談は保険年
金課で開庁時間内に行っています

国民健康保険料納付に関する
こと

市職員 不
要市税の納付と相談

（夜間窓口）
7月31日㈬
午後5時30分〜午後8時 納税課（☎337−3122） 市税の納付、相談に関すること

税務 7月9日㈫午後1時〜 4時
（1人1回約30分間）

市役所北別館2
階会議室

平日の午前9時〜正午
近畿税理士会八尾支部事務局
(☎072−991−5000）

税金に関すること※相談者は税
理士・税理士法人に関与してい
ない納税者に限る

税理士 要

福祉総合
月〜金曜日
午前9時〜午後5時30分

福祉総務課（☎337−3116）
電話相談可

福祉サービス、生活、健康・医療、
住宅、見守りなどに関すること

コミュニティ・
ソーシャルワー
カー（CSW)

不
要

生活困窮者自立 生活や就労に関すること 支援相談員

総合生活 はーとビュー（☎332−5705）
日常生活での悩みや心配ごと

市職員

心配ごと 毎週水曜日
午後1時〜 4時

市役所
東別館

松原市社会福祉協議会
（☎333−0294） 民生・児童委員

消費生活 月〜金曜日午前10時〜
正午、午後1時〜 4時

市役所6階消費
生活センター

消費生活センター
（☎337−3080産業振興課）

業者との消費生活に関わるトラ
ブルに関すること 消費生活相談員

健
　
康

からだの健康 7月10日㈬
午後1時15分〜2時30分

市立保健
センター 地域保健課（☎337−3126）

生活習慣病などに関すること 医師、保健師など
要

栄養 食生活や栄養に関すること 管理栄養士

禁煙
月〜金曜日
午前9時〜午後5時30分

地域保健課（☎337−3126）
電話相談・予約も可、予約無しの場合は
市役所1階総合案内受け付けへ

禁煙の支援に関すること 保健師、看護師
など

不
要こころとからだの

なんでも健康相談
（育児の事を含む）

健康、食事、育児に関すること 保健師、看護師、
管理栄養士など

　
仕
　
事

労働 予約受付は月〜金曜日
午前9時〜午後5時30分

各社会保険労務
士事務所

産業振興課（☎337−3112）

働く上でのトラブルや悩みに関
すること 社会保険労務士 要

就労

月〜金曜日
午前9時〜午後5時

市役所6階雇用就
労支援センター

働く意欲がありながら、さまざ
まな問題で就労できずに悩んで
いる人の就労に関すること※就
職のあっせんは行っていません

地域就労支援
コーディネーター

不
要月〜金曜日

午前9時〜午後5時30分 はーとビュー（☎332−5705）

若者自立・就労 7月24日㈬
午後2時〜 5時

市役所
相談室

南河内若者サポートステーション
（☎0721−26−9441）

若者（15歳〜39歳）の就労と自
立に関すること※就職のあっせ
んは行っていません

南河内若者サ
ポートステー
ション職員 要

子 

育 

て
・
教 

育

家庭児童 月〜金曜日
午前9時〜午後5時30分 子ども未来室 子ども未来室（☎337−3118）

電話相談も可
子ども（ 18歳未満）、家庭に関
すること 心理士など

ひとり親
離婚前(18歳未満の子どもがい
る家庭）、母子、父子家庭に関
すること

母子父子
自立支援員 不

要

毎週木曜日
午後3時〜 7時 総合福祉会館 総合福祉会館（☎336−0805）

進路 月〜金曜日
午前9時〜午後5時30分 はーとビュー（☎332−5705） 進学・就学、奨学金に関すること 市職員

女
　
性

女性

第1･3木曜日午前9時30
分〜午後0時30分 はーとビュー はーとビュー（☎332−5705）

人権交流室（☎337−3101）
一時保育あり（有料、要予約）。

女性が抱える不安や悩みごと
（職場や家族、パートナー、友
人などのさまざまな生きづらさに
対するカウンセリング）

女性
カウンセラー 要

第2･4木曜日
午後1時30分〜4時30分

市役所
3階相談室

若
　
者

青年自立 月〜金曜日
午前9時〜午後5時30分 はーとビュー

はーとビュー
（☎332−5705）

ひきこもり、人間関係が苦手な
ど生きづらさを抱える青年（15
歳以上〜概ね40歳）の自立に関
すること

青年自立支援
相談員、市職員

不
要

青年自立の
巡回相談会

7月12日㈮
午後1時30分〜4時30分
(予約優先)

天美公民館
要

人
　
権

人権

第1〜 3金曜日
午後2時〜 4時

市役所
3階相談室 人権交流室（☎337−3101） 人権問題（差別待遇、プライバ

シー関係、近隣トラブルなど）
に関すること

人権擁護委員

月〜金曜日
午前9時〜午後5時30分 はーとビュー（☎332−5705） 人権擁護士 不

要


